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公益財団法人        ＮＯ.62(2020.6.20） 

三河郷友会会報   三河郷友会ＯＢ会                                         

 

         新型コロナウィルスへの対応について：三河郷友会の危機管理 

                               理事長  中村 民雄 

 令和 2 年 3 月 23 日、小池百合子・東京都知事から不要不急の外出自粛要請とともに「都市封鎖＝ロ

ックダウン」という強い言葉が出され、4 月 7 日には安倍晋三首相より「緊急事態宣言」が発令されま

した。小生が通う大学も 5月 6日まで休校なので原則入校ができなくなりました。また、前期はオンラ

イン遠隔授業となり、実技系の授業は 8 月以降に先送りされてしまいました。そのため、3 月から学生

会館に詰めっきり（同僚から「コロナ持って来るな！」と、冗談半分に言われましたのでこれ幸いに巣

ごもり）となってしまいました。そこで、この間の法人の対応について、危機管理という視点からまと

めておこうと思い時系列で記録しておきます。 

 さて、ことの起こりは、お隣の中国・武漢で 1月 23日から文字通りの都市封鎖が始まりましたが、2

月の春節には北海道の雪まつりに多くの観光客が来日していました。その北海道から蔓延が始まり、2

月 28 日には北海道独自の緊急事態宣言が出され、不要不急の外出自粛が呼びかけられました。これを

受けて理事長・常務理事の判断で、3 月 8 日予定の評議員会を「文書回覧」による電話会議とすること

を決めました。しかし、同月 15 日に予定されていました入館選考は、男子 25 名、女子 15 名の応募が

あり、選考会を開かざるを得ませんでした。そこで急遽、応募締め切り日の夜に全受験生に一斉メール

を発信し、マスク着用の上ひとりで来るよう連絡しました。小論文・面接会場も男子館・女子館で分け、

マスクは着用したまま 2ｍの距離をとって面接をしました。翌 16日の合格発表・合格通知の発送に併せ

て理事長名による「入館および引っ越しに際してのお願い」を同封し、4 月 5 日に予定していたオリエ

ンテーションは中止することと、大学の授業開始予定に合わせてできるだけ遅く上京してほしい旨の連

絡を入れました。 

 問題は在館生で、海外旅行に出かけていたり、留学している学生の安否確認にかなりの時間を費やし

ました。3月下旬、ドイツ・アメリカ・台湾に留学していた学生には、帰国しても会館には寄らず、2週

間は実家で待機することを要請しました。また、カナダに留学していた学生はホームステイ先に残る選

択をしましたが、5 月 2 日帰国しＰＣＲ検査で陰性と判定されたので自宅に戻り、自粛生活を送ってい

ます。それにしても、学生の所在・安否確認には膨大な労力がかかることを実感させられました。 

 4 月 8 日（木）から１ヶ月間の「緊急事態宣言」が出された時点では、半数近くの館生が残っていま

した。また、いち早くオンライン遠隔授業を開始した東大生は、会館内で授業を受け始めるとともに、

女子大では 8月まで休校、実家でオンライン授業を受けるよう指示が出ました。多くはこの段階では連

休明けから通常どおり授業を開始するというものでした。  

 東京都に「緊急事態宣言」が出された時点で、新入館生（男子 12名・女子 11名）のうち、男子 3名

が在館していることがわかりました。そこで、4 月 9 日付で新入館生の保護者に宛て、在館している 3

名については夕食を提供する旨を連絡し、荷物は送ったが実家でオンライン授業を受ける人は大学が始
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まるまでの「光熱水料費」と「食費」は免除することを決めました。 

 日々刻々変わる感染状況の中、5月の大型連休中でも 43名の館生が残っていました。そこで理事長・

常務理事の判断（役員には事後承認）で通常 5月の連休中は食堂を休んでいましたが、財団の経費を工

面して夕食を提供することとし、5 月 3 日のお昼にはＯＢ会から昼食の差し入れをしました。在館生の

ストレス緩和に少しでも役立てばと思い、館長とともに在館生の様子を見守っています。 

 さらに、緊急事態宣言が 5月末まで延長されたことをうけて、これまでの法人の危機管理について文

書で報告し、保護者の方々へ今後ともご支援・ご協力をお願いしました。 

 本年 11月 22日に予定しています創立 120周年記念のＯＢ・ＯＧ総会は、三密を避け規模を縮小する

か、1年延期するか、判断を先延ばしさせていただきます。 

 

公益財団法人三河郷友会ＯＢ・ＯＧ会の活動報告 

令和元年度事業報告並びに決算書（平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日） 

１．平成 31年 4月 1日、ＯＢ11名・ＯＧ11名を新たに卒館生として迎え入れた。 

２．ホームページ「三河の友」に学生・ＯＢ・ＯＧの活動を掲載し、広報活動を積極的に行った 

３．特定費用準備金としての「改築改修積立金」は、前年度に引き続き「ゆうちょ銀行」で積立てた。 

４．2019 年 11 月 24 日、第 35 回ＯＢ・ＯＧ総会を愛知県、岡崎ニューグランドホテルで開催し、出

席者はＯＢ41人、学生 2人であった。なお、当日の状況はＨＰ「三河の友」に掲載した。 

５．『公益財団法人三河郷友会会報』は、第 60・61号を発行した。 

収入の部 

  予 算 額  決 算 額   差  異 備      考 

 普通会費 

 特別会費 

 男子館改築積立金募金 

 創立百年史売上金 

 雑収入 

 前年度繰越金 

  540,000 

  300,000 

    800,000 

     15,000 

   10,000 

    964,816 

   645,000 

    350,000 

    980,000 

          0 

     21,600 

    934,816 

  105,000 

     50,000 

    180,000 

△   15,000 

  11,600 

△  30,000 

3,000円×215口 

 5,000 円× 70口 

20,000 円× 49口 

 7,500 円×  0冊 

 総会の残金等 

     計   2,629,816   2,931,416   301,600  

 

支出の部 

 予 算 額  決 算 額 差  異 備   考 

ＨＰ維持運営費 

 通信・連絡費 

 印 刷 費 

 事務用品費 

 振込手数料 

 改築資金積立金 

 次年度繰越金 

  400,000 

    200,000 

     50,000 

    220,000 

     25,000 

    800,000 

    934,816 

   409,893 

   242,641 

    46,310 

   218,891 

    38,817 

 1,000,000 

   974,864 

    9,893 

42,641 

△    3,690 

△    1,109 

     13,817 

  200,000 

   40,048 

ＨＰ維持経費 

切手・はがき代 

会報(NO60.61)印刷費 

パソコン,インク代等 

振込手数料 

財団積立金として積立 

次年度への繰越金 

   2,629,816  2,931,416   301,600  

＊改築改修積立金：ゆうちょ銀行定額貯金 2,000,000 円（令和 2年 3月 31日現在） 
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令和 2 年度事業計画並びに予算書（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日） 

１．令和 2年 4月 1日、ＯＢ11名・ＯＧ9名を新たに卒館生として迎え入れる。 

２．ホームページ「三河の友」に学生・ＯＢ・ＯＧの活動を掲載し、広報活動を積極的に行う。 

３．特定費用準備金としての「改築改修積立金」は、「ゆうちょ銀行」で積立てをする。 

４．2020年 11月 22日、創立 120周年記念の第 36回ＯＢ・ＯＧ総会を三河郷友会食堂で開催する。 

５．『公益財団法人三河郷友会会報』は、第 62・63号を発行する。 

収入の部 

  前 年 度  今 年 度   差  異 備      考 

 普通会費 

 特別会費 

 男子館改築積立金募金 

 創立百年史売上金 

 雑収入 

 前年度繰越金 

  540,000 

  300,000 

    800,000 

     15,000 

   10,000 

    964,816 

   600,000 

    300,000 

  1,000,000 

     15,000 

     10,000 

    974,864 

   60,000 

          0 

    200,000 

        0 

       0 

   10,048 

3,000円×200口 

 5,000 円× 60口 

20,000 円× 50口 

 7,500 円× 2冊 

 総会の残金等 

     計   2,629,816   2,899,864   270,048  

 

支出の部 

 前 年 度  今 年 度 差  異 備   考 

ＨＰ維持運営費 

 通信・連絡費 

 印 刷 費 

 事務用品費 

 振込手数料 

 改築資金積立金 

 次年度繰越金 

  400,000 

    200,000 

     50,000 

    220,000 

     25,000 

    800,000 

    934,816 

   400,000 

   250,000 

    50,000 

    50,000  

    30,000 

 1,000,000 

 1,119,864 

        0 

50,000 

          0 

△  170,000 

      5,000 

 200,000 

  185,048 

ＨＰ維持経費 

切手・はがき代 

会報(NO62.63)印刷費 

インク代等 

振込手数料 

財団積立金として積立 

次年度への繰越金 

   2,629,816  2,899,864   270,048  

＊改築改修積立金：ゆうちょ銀行定額貯金 2,000,000 円（令和 2年 3月 31日現在） 

 

令和元年度会費納入者一覧（令和元年 10月 2 日～令和 2年 3月 31 日） 

     （金額を入れず、会費の種類・口数のみ書きますのでご了承ください。） 

伴 謙吾（普）  東 理恵（普）  渥美桃子（普）  稲垣光治（普）  山本智永（普改 1） 

岩月一詞（普）  加藤起己（普）  杉浦嘉久（普特） 杉山晃浩（普特） 佐藤公彦（普特改 1） 

山本 親（普特） 加藤定彦（普）  山口廸彦（普）  永田靖章（普）  小林敏博（普特） 

天野 仁（普）  安川彰吉（特）  縣 誠司（普）  三輪順平（普）  川嵜英輝（普特改 1） 

鈴木義久（普）  加藤康雄（普）  原田俊彦（普）  伊藤貴司（普）  小笠原啓介（特） 

川澄 渚（普）  大溪花音（普）  吉田実可子（普） 藤澤孝好（普）  古澤龍平（普） 

鷹野徹也（普）  清水健至（普）  榊原邦恭（普）  高木謙介（普）  後藤俊広（特 2） 

荒牧 功（普）  都築重和（普）  永井 寛（普）  竹内精司（普）  竹内洋二（特） 

坪根 隆（普）  神谷寿興（改 1） 仁枝洋昭（普）  井上英二（普）  浅井卓二（普） 
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山中賢一（普特） 財津敦毅（普）  藤井和義（普）  神谷基恒（特）  北村 彰（普特改 4） 

森下三嗣（普）  都築幸夫（普）  淺井 誠（普）  加藤盛芳（普）  岩崎 仁（普） 

鈴木伊能勢（特） 大谷重信（普）  柴田 裕（特）  榊原 潤（普）  大坪ひろし（普改 1） 

小野原大（普）  前川博久（普）  神谷 潔（普）  井上允彦（普）  磯谷勝広（普） 

小野原士（普）  福間 淳（普）  宮脇正夫（普）  成瀬重行（普）  OB総会残金 21,600 

筒井健太郎（普） 吉見卓郎（普）  大塚 一（普改 1）飯沼信彦（普特） 福井康光（普特改 2） 

畔柳英明（普）  真木 弘（普）  近藤啓勝（普）  平野 元（特 2） 徳倉正晴（普特） 

伊藤貴紀（普改 1）永田雅克（普改 1） 川嵜隆治（特）  杉山晃浩（普）  工藤圭章（普） 

山本幹雄（普特改 1）尾崎哲則（普特 3） 鈴木隆樹（普） 中根隆裕（普改 1）岩本文彦（普特） 

村田年彦（特）  兼子 聡（普）  小野寺雅史（普改 1）杉浦 隆（改 1） 伴 謙吾（普） 

尾崎雅揮（普）  青木一正（普）  小瀧あゆみ（普） 

 （普）：普通会費  （特）：特別会費  （改）：改築積立金  数字：会費の口数 

 

        令和２年度会費納入のお願い 

 三河郷友会ＯＢ会会則にもとづき、令和元年度の会費をご納入下さいますようお願いします。 

 なお、ご入金は郵便振替（００１５０－８－２７４３４ 三河郷友会ＯＢ会）でお願いします。 

        

       普通会費           ３，０００円 

       特別会費（１口）       ５，０００円 

       男子寮改築積立金（１口）  ２０，０００円 

       ＊（公益財団法人三河郷友会で「改築改修積立金」として積立てます） 

       創立百年史（残部僅少）    ７，５００円 

＊なお、特別会費等の繰越金についても金額が大きくなった場合、公益財団法人三河

郷友会へ寄付し、「特定費用準備金（改築改修積立金）」に計上します。 

・・・・・・・・・・・・・・・＜あ と が き＞・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

新型コロナウィルスの蔓延で卒業式・入学式が中止となり、学生会館でも花見や新歓コンパを中止す

る中での令和 2年度が始まりました。理事会・評議員会も書面・電話会議にするなど、簡素化を余儀な

くされています。ただ、世の中で問題となっているマスク・消毒液は、学生個々人がどこからか入手し

ているようで、トイレットペーパーは定期的に会館で大量購入しているので大丈夫でした。この事態を

受けて、新年度の災害備蓄品リストにマスクと消毒液を加えるようにしました。 

それ以上に問題なのは、2・3 月大学が休みで海外旅行や短期留学している人の帰国と会館への受入れ、

自宅待機の要請など、連絡体制の再構築（そもそも届けを出さず、どこにいるのかわからない館生の扱

い）を早急に行う必要性を感じた昨今でした。                             

（理事長 中村民雄）                  

                 ＯＢ会事務局   〒112-0002 

                             東京都文京区小石川 5-19-37 

公益財団法人 三河郷友会内                                                                                                     

info@mikawagoyukai.net 

                              http://www.mikawagoyukai.net 

 TEL 03-3946-0342（館長：酒井） 
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